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国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
三
百
五
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
の
手
続
等
）

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
以
下
「
研

（
新
設
）

究
所
」
と
い
う
。
）
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研

究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
五
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
金
の
額
の
う
ち

研
究
所
が
当
該
基
金
に
係
る
業
務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
上
で
必
要
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
納
付
金
」

と
い
う
。
）
と
し
て
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
金
の
額
を
定
め
る
と
き
は

、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
）

第
二
条

研
究
所
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。

第
一
条

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
以
下
「
研

）
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間
（
以

究
所
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業

う
。
）
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
中
長
期
目
標
の
期
間

年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法
第
四

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
長
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の

十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一

事
業
年
度
（
以
下
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
係
る
通
則
法

項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金

第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条

額
の
全
部
又
は
一
部
を
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
長
期
目

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
相
当
す

標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る

る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養

業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

研
究
所
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

承
認
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
中
長
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
長
期
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の
最
初
の
事
業
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

目
標
の
期
間
に
お
け
る
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
よ
う

に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
を
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
、
当
該
次
の
中
長
期
目
標
の
期
間
の
最
初
の
事
業
年
度
の
六

月
三
十
日
ま
で
に
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
条
～
第
五
条

（
略
）

第
二
条
～
第
四
条

（
略
）

附

則

附

則

（
承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
及
び
国
庫

（
承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
及
び
国
庫

納
付
金
の
納
付
手
続
等
）

納
付
金
の
納
付
手
続
等
）

第
九
条

承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
並
び

第
九
条

承
継
勘
定
に
係
る
積
立
金
に
関
す
る
処
分
に
係
る
承
認
の
手
続
並
び

に
国
庫
納
付
金
の
納
付
手
続
、
納
付
期
限
及
び
帰
属
す
る
会
計
（
次
条
及
び

に
国
庫
納
付
金
の
納
付
手
続
、
納
付
期
限
及
び
帰
属
す
る
会
計
（
次
条
及
び

附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
「
納
付
手
続
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
「
納
付
手
続
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第

二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二

一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

条
第
一
項
中
「
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十

条
第
一
項
中
「
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開

二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項

発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附

」
と
、
「
第
十
八
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お

則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
通
則
法
第
四
十
四
条

い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
」
と
、
「
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務

第
一
項
」
と
、
「
国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
法

」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
承
継
業
務
」
と
、
第

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

三
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
二
条
第
六

第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
」
と
、
第
五
条
中
「
一
般
会
計

第
十
八
条
第
一
項
」
と
、
「
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
あ
る
の
は
「
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘
定
」
と
読
み
替
え
る
も

附
則
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
承
継
業
務
」
と
、
「
法
第
十
八
条
第
一

の
と
す
る
。

項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十

八
条
第
一
項
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

「
附
則
第
十
二
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
三
項
」
と
、

第
四
条
中
「
一
般
会
計
」
と
あ
る
の
は
「
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
投
資
勘

定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
承
継
勘
定
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
納
付

（
承
継
勘
定
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の
納
付

の
手
続
等
）

の
手
続
等
）

第
十
条

承
継
勘
定
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の

第
十
条

承
継
勘
定
に
係
る
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
国
庫
に
納
付
す
べ
き
額
の

納
付
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
か
ら
第
五
条

納
付
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
条
か
ら
第
四
条

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す

ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

る
第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
中
「
期
間
最
後
の
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は

、
「
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、
「
事
業
年
度
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。


